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全５枚

つくば市は、茨城県高圧ガス保安協会土浦支部と「災害時におけるＬＰガス等供
給協力に関する協定」を締結しました。
この協定は、災害の発生時にＬＰガス及びＬＰガス資機材並びに応急対策要員を

確保し、被災者にＬＰガスを供給するために予め必要な事項を定め、市民生活の安
定を図ることを目的としたものです。

【協定名】
災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定

【締結日】
令和３年11月26日（金）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、締結式は省略しました。

【その他】
詳細については、別紙をご確認ください。

問合せ先
市長公室 危機管理課
担当：課長 鬼塚 宏一
電話：029-883-1111（内線2502）
Email：ctz072@city.tsukuba.lg.jp

災害発生時に被災者へＬＰガス等を供給するための
協定を締結しました
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災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 
 
 つくば市（以下「甲」という。）と茨城県高圧ガス保安協会土浦支部（以下「乙」

という。）は、次のとおり液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）及び応急対

策用資機材（以下「資機材」という。）並びに応急対策要員（以下、「要員」とい

う。）の確保に関する協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、甲において災害が発生し、又は発生の恐れがある場合にお

いて、甲がＬＰガス及びＬＰガス資機材の調達並びに要員の確保について、協

力を要請するために必要な事項を定め、被災者にＬＰガスを供給することに

より、市民生活の安定を図ることを目的とする。 
 
（協力要請） 
第２条 甲は、災害の発生等に伴い、ＬＰガス、資機材並びに要員の確保の必要

があると認めたときには、乙に対し、その調達を要請することができる。 
２ ＬＰガス及び資機材の調達に際し、設置工事を伴う場合は、乙は甲の確認を

得た上で設置を実施するものとする。 
 
（協力の実施） 
第３条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合、可能な限り速やかに要請に対し

て協力するものとする。 
２ 甲は、ＬＰガスを必要とする施設の中で、災害時にＬＰガス供給の緊急度が

高い施設の所在を確認し、供給の優先順位を定めた上で、乙に事前に伝達して

おくこととする。 
３ 甲は、円滑な情報収集及び、ＬＰガスの早期供給体制の構築を目的として、

必要に応じ、災害時において乙が、甲の設置する災害対策本部が設置されてい

る施設内に常駐できるような体制を整えることとする。 
 
（要請手続） 
第４条 甲がＬＰガスの供給要請を行う際は、次の事項を明らかにして物資供

給要請書（様式第１号）をもって、乙に要請するものとする。ただし、緊急を

要するときは口頭又は電話等で申し出を行い、事後に要請書を提出するもの

とする。 
（１）ＬＰガス、資機材等の品名及び数量 
（２）ＬＰガス、資機材等の搬入日時及び場所 



 

（３）その他 
２ 乙は、緊急通行車両登録が必要となる車両を把握し、事前に申請を済ませ、

緊急通行車両等事前届出済証を取得しておくものとする。 
 
（引渡し） 
第５条 甲は、乙に供給要請を行う際、予め引渡し場所を指定し、当該場所へ職

員を派遣し、引受けるものとする。 
２ 甲の確認後、乙は速やかに物資供給報告書（様式第２号）を提出するものと

する。 
 
（費用負担） 
第６条 乙が供給したＬＰガスの代金については、甲が負担するものとする。 
２ 甲は前項に基づき請求があったときには、乙に対して速やかに代金を支払

うものとする。 
 
（ＬＰガスの価格） 
第７条 ＬＰガスの価格は、平常時における適正な価格（運賃含む。）とし、甲

と乙で協議の上、決定するものとする。 
 
（物資の備蓄） 
第８条 乙は、緊急時に際し、甲の要請に円滑に対応するために、ＬＰガス及び

ＬＰガス資機材の調達並びに要員の確保を行うこととする。 
２ 乙が備蓄する備蓄物資の内容及び数量については、甲と乙が事前に協議の

上、定めることとする。 
 
（状況報告） 
第９条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、随時協議を実

施するものとする。 
２ 甲は、この協定に基づく調達が円滑に行われるよう、乙に対し必要と認めた

場合は、乙に加盟する会員等が保有するＬＰガス、資機材の数量について、報

告を求めることができる。 
 
（訓練） 
第 10 条 甲は、この協定が円滑に機能するため、甲の実施する防災訓練等

に、乙の参加を求めることができるものとする。 
 



 

 
（協議） 
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めない事項に

ついては、甲と乙が協議して定めるものとする。 
 
（有効期限） 
第 12 条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から、令和４年３月 31 日ま

でとする。ただし、期間満了１ヶ月前までに、甲・乙のいずれからもこの協

定の解除または変更について意思表示がないときは、さらに１年延長するも

のとし、以降もまた同様とする。 
 
 
 この協定を締結したことを証するため、本書２通を作成し、甲・乙が記名押

印の上、各自がその１通を保有する。 
 
 
 
 令和３年 11 月 26 日 
 
            甲 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 
 
              つくば市長  五 十 嵐 立 青 
 
 
            乙 茨城県かすみがうら市下稲吉２６７１番地５ 
              茨城県高圧ガス保安協会土浦支部 
 
              土 浦 支 部 長  鈴木 正人 
 
 
 
 
 
 
 
 


